
「文化的コモンズ」の概要と事例
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１．文化施設（劇場）の取り巻く動向

• 高度経済成長期に建設された文化施設の多くは、現在、更新時期を迎えている。建設当時、文化芸
術の「本質的価値」を提供することに主眼が置かれた多くの文化施設では、鑑賞事業や貸館事業を
中心とした事業構成となり、その管理運営を行う主体として文化財団を設立した自治体も多い。

• 一方、文化施設の在り方について、従来事業に加えて、「新しい広場」として、地域コミュニティ
の創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能が期待されるようになった（劇場法）。また、文
化芸術が観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有
機的な連携が図られることも期待されている（文化芸術基本法）。

• 文化施設は市民の税金を投資して建設・運営されている一方、文化施設の利用者は市民の一部にと
どまり、“文化愛好家のための施設”と揶揄されることもある。このため、文化施設の更新は首長選
挙の争点となることも増えている。また、指定管理者制度の導入により、文化財団ではなく民間事
業者が指定管理者として選定され、ソフト事業の企画運営のみに向き合う文化財団も出てきている。

主な事業 【鑑賞事業】 【貸館事業】
個人・市民団体の
芸術文化活動の活
動・練習・発表の
場を提供するもの

【コミュニティ事業】

【創造事業】
アーティスト等と
ともに作品を創
造・上演するもの

【鑑賞事業】
プロのアーティス
ト等の公演を上演
するもの

【劇場内】
施設内で参加型プ
ログラムを実施す
るもの

【劇場外】
施設外で参加型プ
ログラムを実施す
るもの

文化財団の
役割

アーティストの
コーディネートや
滞在支援、上演支
援など

公演のコーディ
ネート、広報・販
売など

ホールや練習室、
備品等の管理運営
など

社会的に孤立している市民の把握、企
画・運営など
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２．文化的コモンズとは

• 東日本大震災のような未曾有の災害を受けた私たちは、誰もが文化的な機会を享受し、その経験を
他者と共有できる場の重要性を認識している。そうした場は、地域の多様な文化的営みを共有し、
分かち合える「文化的コモンズ」（地域の共同体の誰もが自由に参加できる入会地のような文化的
営みの総体）の形成によって成立する。

• 公立文化施設は、文化的なつながりを求めて人々が集まり、地域の記憶と共感の装置として機能す
る文化的拠点を目指し、地域で継承されてきた伝統芸能やお祭り、文化団体やアートNPOなど、
様々な文化の担い手とも手を結び、文化的コモンズの形成を牽引する役割を担うべきではないか。

(一財)地域創造「災後における地域の公立文化施設の役割に関する調査研究－文化的コモンズの形成に向けて－」（平成26年3月）

文化的コモンズを形成する多様な主体の事例
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２．文化的コモンズとは

• 文化拠点は「文化的なつながりを求めて人々が集まれる場所」であり、このためには3つの役割が求
められる。

(一財)地域創造「災後における地域の公立文化施設の役割に関する調査研究－文化的コモンズの形成に向けて－」（平成26年3月）

文化・芸術が息づく「記憶と共
感の装置」としての文化拠点

• 東日本大震災において、地域伝統芸能は地域の「記憶を継承する役割」を
果たし、文化・芸術は、地縁や血縁を越えて癒しや感動などの「共感を喚
起する役割」を果たしていた。

• 文化拠点には、「記憶」を保存、共有し、「共感」を創造、発信するため
の装置であることが求められている。

地域の文化拠点に求められる
コーディネーター

• 震災以降、文化・芸術が地域コミュニティの再生に役割を果たした場面で
は、地域の文化資源を保存、開拓、発信し、住民相互の交流や、社会的・
文化的背景が異なる共同体相互の関係づくりを仲介するコーディネーター
が活躍した。

• こうしたコーディネーターの資質を持ち、かつ、専門性のある人材が、今
後の地域の文化拠点に必要である。

文化拠点に求められるプラット
フォーム機能

• 地域における文化拠点には地域内外の文化的営みをつなぐプラットフォー
ムとしての機能が求められている。つまり、文化的コモンズ（共同利用
地）を形成する文化拠点が、他の領域・地域の様々なコモンズと、双方向
で水平なネットワークを形成し、異なる方向への乗り換えや乗り入れが可
能なプラットフォームが求められているのである。

• また、そのプラットフォームが平時から機能することが必要である。
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２．文化的コモンズとは

• 文化的コモンズを形成するには、それを担う人材が必要であり、特に、各々の組織内をつなぎ、ま
た組織外とをつなぐ「コーディネーター」が重要である。

• 「行政や文化拠点」は、「地域におけるさまざまな担い手」と連携しながら、人材、そしてとりわ
け「コーディネーター」を育成・確保する必要がある。

• また同時に、「コーディネーター」が活躍できる環境を整備する必要がある。

(一財)地域創造「地域における文化・芸術活動を担う人材の育成等に関する調査研究—文化的コモンズが、新時代の地域を創造する—」
（平成28年3月）

コミュニケーショ
ン力

• さまざまな人と話し合うことが必要となる
ことから、相手との間で充分に意思疎通が
できるよう、コミュニケーション力が必要
となる。

マネジメント力 • 単に理想や理念を語るだけでなく、事業を
継続的に、かつ上手に成し遂げるためのス
キルであるマネジメント力が必要である。

現場力 • 現場に行き、現場の人の考えを聞き、話し
合うなど、現場力が不可欠となる。

周囲を巻き込む力 • 共通の理念を示して、それぞれを巻き込み、
一人ひとりが主役であることを認識させ、
事業を強力に推進させる必要がある。

文化・芸術の社会
的役割を伝える力

• 文化・芸術の力を深く理解し、社会的な諸
課題に有効であることを、平易な言葉で社
会に発信していく力も大切である。

コーディネーターの資質
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３．文化的コモンズのタイプ（考察）

• 全国の文化的コモンズの実施事例について、文化財団型（ハコあり）、文化財団型（ハコなし）、
NPO・大学型などに整理できる。こうした文化的コモンズの実現のために、リサーチャーやマネー
ジャー、プログラム・ディレクター／オフィサー、変わったところではアーツファーマーやメン
ターなど、多種多様な“コーディネーター”が採用されている。

タイプ 文化財団型（ハコあり） 文化財団型（ハコなし） NPO・大学型

概要 文化施設を指定管理する文
化財団等が中心となり、文
化施設を拠点としながら文
化的コモンズの推進に取り
組む。

文化施設を拠点とせず、市
全域を対象とした文化事業
に取り組みながら、文化的
コモンズの推進に取り組む。

文化的コモンズに取り組む
NPOや大学等が存在し、
自治体と車の両輪で事業に
取り組む。

主な事例 可児市文化創造センター
ala、丸亀市（仮称）みん
なの劇場、八戸市新美術館、
アーツ前橋

地域版アーツカウンシル、
明石文化国際創生財団

NPO法人BEPPU 
PROJECT（別府市）、
NPO法人NOTE（丹波篠山
市）、NPO法人アーツセ
ンターあきた（秋田市）

資金の特徴 指定管理料を中心に、事業
収入や委託事業費などの多
様な資金調達を実施

市からの委託事業を中心に、
文化活動支援や調査・研究
等の中間支援に取り組む

事業収入や委託事業を中心
に、民間事業と公共事業を
バランス良く取り組む
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４．文化的コモンズの事例 ～可児市文化創造センターala～

• 可児市文化創造センターala（(公財)可児市文化芸術振興財団）では、通常の鑑賞事業だけでなく、
下記の多種多様な事業を通じて、「すべての市民の経験と思い出の詰まっている人間の家を目指し、
健全な地域社会の形成に寄与する社会機関として劇場経営」を行っている。

• なお、可児市文化創造センターalaを拠点に活動する文化ボランティア団体「ＮＰＯ法人alaクルー
ズ」は、自主運営するボランティア組織として、各種事業や活動を展開するとともに、アーラで開
催される財団事業などのサポートや、会員の知識や技術を向上させるための講座及び研修会を開催
している。

日英共同制作 • (公財)可児市文化芸術振興財団(ala)と英国随一の地域劇場であるリーズ・プレイハウス(LP)が
2015年3月11日付けで提携。人事交流及び舞台作品の共同制作などを実施。

ala Collection
シリーズ

• アーラの充実した施設群を活用し、一流のキャスト・スタッフが1ヶ月半可児市滞在しながら演
劇製作を実施。可児市で稽古を重ねた後、当地での約一週間公演、東京での約一週間公演、そ
の後に全国公演へと、可児市から全国へ演劇を発信し、一極集中の日本の演劇界に対して、新
しい演劇の波を地域から起こしていく。

市民参加
プロジェクト

• 3年毎に、ミュージカル、翌年はコンテンポラリーダンス、翌々年は演劇という流れの大型市民
参加プロジェクトを実施。毎回100名程の市民が参加、制作過程において多くの市民が関わり創
りあげていくことで、参加者同士の絆を育み、地域への愛着を深めていく。

地域拠点契約 • 「文学座」と「新日本フィルハーモニー交響楽団」の2団体と地域拠点契約を結び、公演はもち
ろん、ワークショップや学校・福祉施設などに出向いたアウトリーチ活動などを展開。

alaまち元気
プロジェクト

• 高齢者・子ども・外国人・障がい者といった様々な人々が住むこの可児市で、文化芸術を通し
て、人々が出会い、思い出を共有し、お互いを理解することで、新しい絆と活力が生まれてく
るプロジェクト。
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４．文化的コモンズの事例 ～可児市文化創造センターala～

• 「まち元気プロジェクト」は、2008年から開始。「生きづらさ」や「生きにくさ」を感じている
人々を、文化芸術の力を活用して精神的にも社会的にも孤立させないという取り組み。13年かけて
多様な年齢・属性の市民にアプローチ可能なプログラムを造成した。
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４．文化的コモンズの事例 ～可児市文化創造センターala～

• 2021年からは、「まち元気プロジェクト」を発展させた「alaまち元気そうだん室」をスタート。
鑑賞事業、貸館事業に続く第3の収益事業として育てていくもの。

【事業のポイント】

1. チケット購入（鑑賞事業）、予約（貸館事業）でしか劇場
を訪れない市民に対して、第3の機能「相談」を用意。
：文化芸術プログラムの紹介
：新しい仲間づくりの紹介 など

2. 「alaまち元気プロジェクト」を活用し、多種多様な年
齢・属性に合ったプログラムを紹介。
：年齢や属性が変わっても、それに応じたプログラムを劇
場内・劇場外を問わず用意。

3. 「alaまち元気プロジェクト」への参加費は無料。
一方、この取り組みに賛同したい人は「パートナー（資金
協力者）」として寄付を実施する仕組みを導入。

8



４．文化的コモンズの事例 ～可児市文化創造センターala～

• 可児市文化創造センターalaでは、「alaまち元気プロジェクト」の評価に取り組むため、ロジック
モデルの作成やSROI（社会投資収益率：行政機関・企業・非営利組織等の活動に対して、財務的な
価値のみでは測れない、社会的な価値を定量的に測る評価手法）にも先行的に取り組んでいる。
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４．文化的コモンズの事例 ～丸亀市（仮称）みんなの劇場～

• 丸亀市では、新たな市民会館の建設に当たり、市のシンボルではない“社会包摂型劇場”に取り組ん
でいる。衛紀生氏（可児市文化創造センターala シニアアドバイザー）をファシリテーターに迎え、
基本構想・整備計画や各種事業に取り組んでいる。

10



４．文化的コモンズの事例 ～丸亀市（仮称）みんなの劇場～

• 社会包摂型劇場の実現のため、これまでの「ハードを造ってソフトを決める」手法ではなく、「ソ
フトを取りまとめてハードを造る」手法として、1万人の市民と出会う「車座集会」で様々な施設を
訪問し、市民と話をすることで潜在的なニーズを掘り下げている。

• また、潜在的ニーズを芸術文化と掛け合わせたワークショップを展開し、ロジックモデルを作成し
て参加者の前後の意向を把握する等の評価マネジメントに取り組んでいる。
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４．文化的コモンズの事例 ～八戸市新美術館～

• 2021年に新しく開館する八戸市新美術館は、「種を蒔き、人を育み、100年後の八戸を創造する美
術館～出会いと学びのアートファーム～」をテーマと、アートを通した出会いが人を育み、人の成
長がまちを育む。そんな、みんなの美術館(アートファーム)を目指している。

• とりわけ、アートでコミュニティを耕し育む存在として、美術館活動にかかわる「アートファー
マー」と呼ばれる人たちが、それぞれの個性や持ち味をいかして、さまざまなプログラムを考え、
実践していくこととしている。
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４．文化的コモンズの事例
～NPO法人BEPPU PROJECT～

• NPO法人BEPPU PROJECTは、
「アートが持つ可能性を社会化し、
多様な価値が共存する世界を創造す
る」をミッションとし、多種多様な
事業を展開している。



４．文化的コモンズの事例 ～NPO法人アーツセンターあきた～

• 秋田公立美術大学と地域の社会連携を担ってきた社会貢献センターが、2018年4月、NPO法人アー
ツセンターあきたとして再スタート。多彩な教授陣が展開している数々のプロジェクトや研究成果
といった美大のリソースと地域をつなげようと、アートとデザインを用いた新たなプロジェクトに
取り組んでいる。

• 市民にアートやデザインをより身近に感じてもらい、「まちに驚きと発見を生み出す」ことを目指
しており、大学に集積された「知」を生かして、企業や行政との産学官連携事業をはじめ、展覧会
や公開講座、アートスクールといった教育事業を実施している。
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４．文化的コモンズの事例 ～NPO法人アーツセンターあきた～

• 大学キャンパス内の「アトリエももさだ」、秋田ケーブルテレビ本社屋内のギャラリー「BIYONG 
POINT（ビヨンポイント）」、秋田駅前の商業施設フォンテAKITA6階「美大サテライトセン
ター」の3つのスペースを拠点とし、キャンパスを構える新屋地域では、空き家を改修したレジデン
ススペース「アラヤイチノ」「あらやさん」、ギャラリースペース「新屋NINO」を学生の制作や学
びの場として活用している。
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